
 

1 

平成３０年３月１９日 

監 査 委 員 決 定  

 

  平成３０年度文京区監査基本計画 
 

１ 目的 

この基本計画は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下｢法｣という。）

及び文京区監査委員条例（昭和３９年３月条例第１号。以下「条例」という。）

の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査（以下「監査等」という。）

の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 基本方針 

わが国の景気は雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復が続くことが

期待されるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動などに留意する必

要がある。 

本区の財政は、納税義務者数の増や企業業績の回復基調を受け、特別区税や特

別区交付金などの一般財源は増加が見込まれる。しかしながら財政基盤は景気変

動の影響を受けやすい構造である一方、国による地方消費税の清算基準の見直し

の影響や引き続き社会保障関係経費の増加が見込まれ、さらに施設整備等に係る

経費も増えることから、今後も予断を許さない状況である。 

このような中、区財政の健全性と透明性の確保に寄与し、住民福祉の増進を図

るため、行財政運営の適正性や効率性の視点から監査等を実施するものである。

また、昨年、地方自治法が改正され、監査制度の充実強化を図ることとされた。

この改正主旨を踏まえ、実施にあたっては内部統制の状況やリスクの重要性に考

慮して、効果的かつ効率的に行うものとする。 

 

以上の状況を踏まえ、平成３０年度の監査は次の基本方針に基づき実施してい

く。 

(1) 事務事業や予算執行が、法律・条例等に従って適正に処理されているか（合

規性）を主眼にして、所期の目的を達成しているか（有効性）、投下した経費

に見合うだけの効果を上げているか（効率性）、支出に見合う価値があるか（経

済性）にも充分留意する。 

(2)  監査対象のリスクを考慮し、チェック体制など内部統制の整備・運用状況を

踏まえて、リスクの重要性に応じて重点的に監査を行う。 
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(3)  監査の実効性を確保するため、監査結果に基づく改善状況を的確に把握する。 

(4)  直ちに対応を要する事件や不適切な事例等に対しては、定期監査の中で弾力

的に扱うほか、行政監査も適宜活用するなど、迅速かつ適切な対応をとる。 

(5)  監査結果等は、区民にわかりやすい内容・表現で、速やかに公表するととも

に、ホームページに掲載する。 

 

３ 監査等の方針 

(1)  定期監査（法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による監査） 

   区の財務事務を主として、事務の執行について合規性はもとより、経済性、

効率性及び有効性の観点にも留意して監査する。工事に関する監査については、

計画、設計、積算及び施工等について、主に技術面から工事が適正に行われて

いるかという観点を主眼として、経済性、効率性及び有効性の観点にも留意し

て実施する。 

(2)  財政援助団体等に対する監査（法第１９９条第７項の規定による監査） 

   区が財政的援助等を与えている団体､出資団体及び公の施設の指定管理者に

対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているか、

所管課の財政援助団体等への指導及び監督が適切かを主眼として監査する。 

(3)  例月出納検査（法第２３５条の２第１項の規定による検査） 

会計管理者の保管する現金の出納について、計数を確認し、その保管状況を

検査する。また、区の財政収支と資金収支の動態を計数面から把握する。 

(4)  決算審査(法第２３３条第２項の規定による審査) 

   決算書及び関係書類について計数の正確性を検証する。また、予算執行が関

係法令に従って適正かつ効率的に行われているか、財産は適正に管理されてい

るか等について審査する。 

(5)  基金運用状況審査(法第２４１条第５項の規定による審査) 

   公共料金支払基金の運用及び管理が適正かつ効率的に行われているかを審

査する。 

(6)  健全化判断比率の審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１

９年法律第９４号）第３条の規定による審査） 

   実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率が適正

に算出されているかを審査する。 

(7)  行政監査（法第１９９条第２項の規定による監査） 

   区の特定の事務執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定め

るところに従って適正に行われているか、住民サービスの向上に努めているか、
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行政需要の変化への対応がなされているかなどを主眼として、監査する。 

(8)  その他の監査（法第１９９条第５項、第７５条、第２４２条等の規定による

監査等） 

   随時監査、住民の直接請求に基づく監査、住民監査請求に基づく監査その他

の監査については、必要に応じ、その都度、監査計画等を策定し、実施する。 

 

４ 監査等の実施、報告・公表等 

(1) 監査等の年間計画 

定期監査等年間計画を別に定める。 

(2) 監査等の通知（条例第３条第１項） 

   監査は、区長、関係する行政委員会等に対し、監査の種類、期日、場所等を

指定し、緊急に実施する場合を除くほか、事前に通知する。 

   また、例月出納検査については、年度当初に一括して通知する。 

(3) 監査等の方法 

① 監査は、リスクを考慮して効果的かつ効率的に実施する。 

② 監査は、関係資料と帳簿、帳票等の照合及び証拠の確認等を元に、その結

果及び意見の合理的な基礎を形成するものとする。 

③ 監査等の結果及び関連する証拠については、適切に保存するものとする。 

④ 監査等により入手又は作成した文書が外部に流出しないよう情報管理を

徹底するとともに、個人情報保護を適切に図る。 

⑤ 各監査等について別に実施要領を定める。 

(4) 監査結果等に関する報告（法第１９９条第９項、第２３５条の２第３項等、

条例第３条第３項） 

監査又は検査を終了したときは、監査又は検査の結果に関する報告､勧告、

意見等を決定し、速やかに区議会、区長、関係する行政委員会等に提出し、送

付し、通知し、又は公表する。 

(5) 監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置の公表（法第１９９条第１２

項、条例第３条第５項） 

① 監査の結果に関する報告の提出を受けた区議会、区長、関係する行政委員

会等から報告に基づいて措置を講じた旨の通知があったときは、当該通知に係

る事項を速やかに公表する。 

② 業務の改善を促すため、監査の結果に基づく措置状況について区長等に適

時報告を求めるよう努める。 

(6) 決算審査意見の提出（法第２３３条第２項、条例第３条第４項） 
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   決算審査の意見を決定したときは、速やかに区長に提出する。 

(7) 基金運用状況審査意見の提出（法第２４１条第５項、条例第３条第４項） 

基金運用状況審査の意見を決定したときは、速やかに区長に提出する。 

(8) 健全化判断比率に係る意見の提出（地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条） 

健全化判断比率に係る意見を決定したときは、速やかに区長に提出する。 

 

５ その他 

この計画に関するその他の必要事項については、その都度の協議により処理する。 


